
災害時要援護者支援制度をご存じですか
問　健康福祉課　福祉係　☎0968・86・5724
住民課　健康福祉係　☎0968・86・3111

　和水町では、要援護者を普段から地域で見守り、
災害時に迅速かつ円滑な避難の確保を図るための
体制づくりを進めています。

要援護者とは
　災害時などでの避難が困難で、近所の人の協力
が必要な人（高齢者（独居、高齢者世帯など）、障
がい者、その他援護を必要とする人）のことです。

避難支援者とは
　要援護者に、普段から声掛けしたり、災害発生
時に一緒に避難したりしていただく人のことです。
要援護者から避難支援依頼があった場合は、普段
のご近所付き合いの一環としてご協力をお願いし
ます。責任を伴うものではありません。

登録・申請はどうすればいいの
　災害時の対応に少しでも不安がある人は、各地
区の区長、民生委員・児童委員または役場健康福
祉課へご相談ください。また、登録する際は、近
所の人の協力が必要ですので、町が区長・民生委
員などに個人情報を提供することがあります。

登録後
　防災カードをお渡しします。災害時は、このカー
ドを持って避難してください。本人の情報が一目
でわかるようになっています。（登録は強制ではあ
りませんが、災害から身を守るために普段から防
災の準備や意識を心掛けましょう。）
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付
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す
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区　分 町内居住者 町外居住者

12歳以上 １体 12,000円 60,000円

12歳未満 １体 8,000円 40,000円

改葬又は
体の一部 １回 6,000円 30,000円

死産児
  （胎児） １体 6,000円 30,000円

産汚物など １回 6,000円 30,000円

軽自動車の変更・廃車手続きは、３月31日までに
問　税務住民課　町民税係　☎0968・86・5723
住民課　税務住民係　　☎0968・34・3111

　軽自動車税種別割は、４月１日の軽自動車の所

有者に納税義務があります。車の変更・廃車手続

きは、３月31日までにお願いします。

変更手続き　引っ越しなどで住所が変わったとき、

譲渡などにより所有者が変わったとき　

廃車手続き　車が必要なくなったとき

＜受付窓口＞

二輪の軽自動車（排気量125cc超～250cc以下）

三輪の軽自動車

軽四輪貨物車、軽四輪乗用車

　熊本県軽自動車協会　☎050・3816・1758

　〒862-0902　熊本市東区東本町16-3

二輪の小型自動車（排気量250cc超）

　九州運輸局熊本運輸支局　☎050・5540・2086

　〒862-0901　熊本市東区東町4-14-35

原動機付自転車（排気量125cc以下）

小型特殊自動車（農耕用など）

　役場窓口で手続きしてください。

　手続きをするときは、印鑑・販売証明書または

譲渡証明書・ナンバープレート（廃車時）が必要

です。

　詳しくは、それぞれの窓口へお問い合わせくだ

さい。
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